
第二級陸上特殊無線技士試験問題 

（１） 

（注） 解答は、答えとして正しいと判断したものを一つだけ選び、答案用紙の答欄に正しく記入（マーク）すること。 

法  規  １２問 

無線工学  １２問 

〔１〕 次の記述は、電波法の目的である。＊＊＊ 内に入

れるべき字句を下の番号から選べ。 

この法律は、電波の公平かつ ＊＊＊ な利用を確

保することによって、公共の福祉を増進することを

目的とする。 

１ 能率的 

２ 能動的 

３ 積極的 

４ 経済的 

〔２〕 再免許を受けた陸上移動局の免許の有効期間は何

年か。次のうちから選べ。 

１ １０年 

２ ５年 

３ ４年 

４ ３年 

〔３〕  次の記述は、電波の質について述べたものである。

電波法の規定に照らし、＊＊＊ 内に入れるべき字句

を下の番号から選べ。 

送信設備に使用する電波の ＊＊＊ 電波の質は、

総務省令で定めるところに適合するものでなければ

ならない。 

１ 周波数の偏差及び安定度等 

２ 周波数の偏差、空中線電力の偏差等 

３ 周波数の偏差及び幅、高調波の強度等 

４ 周波数の偏差及び幅、空中線電力の偏差等 

〔４〕 総務大臣が無線従事者の免許を与えないことがで

きる者はどれか。次のうちから選べ。 

１ 刑法に規定する罪を犯し罰金以上の刑に処せら

れ、その執行を終わり、又はその執行を受けるこ

とがなくなった日から２年を経過しない者 

２ 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日か

ら５年を経過しない者 

３ 無線従事者の免許を取り消され、取消しの日か

ら２年を経過しない者 

４ 日本の国籍を有しない者 

〔５〕 無線従事者は、免許証を失ったためにその再交付

を受けた後、失った免許証を発見したときはどうし

なければならないか。次のうちから選べ。 

１ 速やかに発見した免許証を廃棄する。 

２ 発見した日から１０日以内にその旨を総務大臣

に届け出る。 

３ 発見した日から１０日以内に再交付を受けた免

許証を総務大臣に返納する。 

４ 発見した日から１０日以内に発見した免許証を

総務大臣に返納する。 

〔６〕 「無線従事者」の定義として、正しいものはどれ

か。次のうちから選べ。 

１ 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、

総務大臣の免許を受けたものをいう。 

２ 無線設備の操作を行う者であって、無線局に配

置されたものをいう。 

３ 無線従事者国家試験に合格した者をいう。 

４ 無線設備の操作を行う者をいう。 

２４問 １時間 法 規 
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法    規 

 

（２） 

〔７〕 無線局がなるべく擬似空中線回路を使用しなけれ

ばならないのはどの場合か。次のうちから選べ。 

 

１ 他の無線局の通信に混信を与えるおそれがある

とき。 

２ 工事設計書に記載した空中線を使用できないと

き。 

３ 無線設備の機器の試験又は調整を行うために運

用するとき。 

４ 総務大臣の行う無線局の検査のために運用する

とき。 

 

 

 

〔８〕 総務大臣から無線従事者がその免許を取り消され

ることがあるのはどの場合か。次のうちから選べ。 

 

１ 不正な手段により無線従事者の免許を受けたと

き。 

２ 日本の国籍を有しない者となったとき。 

３ 刑法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せ

られたとき。 

４ 引き続き５年以上無線設備の操作を行わなかっ

たとき。 

 

 

 

〔９〕  無線局の臨時検査（電波法第７３条第５項の検査）

において検査されることがあるものはどれか。次の

うちから選べ。 

 

１ 無線従事者の知識及び技能 

２ 無線従事者の勤務状況 

３ 無線従事者の業務経歴 

４ 無線従事者の資格及び員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔10〕 無線局の免許人は、非常通信を行ったときは、ど

うしなければならないか。次のうちから選べ。 

 

１ 総務省令で定める手続により、総務大臣に報告

する。 

２ 直ちに総務大臣に電話連絡する。 

３ その通信の記録を作成し、１年間これを保存す

る。 

４ 地方防災会議会長にその旨を通知する。 

 

 

 

 

 

〔11〕 無線局の免許人は、免許状に記載した住所に変更

を生じたときは、どうしなければならないか。次の

うちから選べ。 

 

１ 総務大臣に無線設備の設置場所の変更の申請を

する。 

２ 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。 

３ 免許状を訂正し、その旨を総務大臣に報告する。 

４ 免許状を総務大臣に提出し、訂正を受ける。 

 

 

 

 

〔12〕 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任し、又

は解任したときは、どうしなければならないか。次

のうちから選べ。 

 

１ 遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出る。 

２ １箇月以内にその旨を総務大臣に届け出る。 

３ ２週間以内にその旨を総務大臣に報告する。 

４ 速やかに総務大臣の承認を受ける。 
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